
「子どものための教育・保育給付支給認定」

の内、保育認定（２号認定、３号認定）を持

ち、保育所等を利用していますか？

    新2号認定、新3号認定は含まれません。

次の全ての要件を満たしていますか？

○休日の就労等、保育認定と同じ理由で利用

する方

（例）就労を理由に保育認定を取得している方

  が、日・祝日の就労を理由に利用する場合
○月曜日から土曜日に、在籍している保育所

等を利用しない日がある方

相模原市内にお住
まいですか？

はい

さがみはら休日一時保育『利用フローチャート』

はい

はい

Ａ『休日保育』での利用

利用時間：最長11 時間
（保育の必要量の範囲で利用）

利用料金：在籍園への保育

料に含まれるため、別途料

金は不要

利用するお子様が相模原市内

で休日保育を実施している園

（エンゼルハウス保育園又は、

りとせ相模大野保育園※）に

在籍していますか？
※りとせ相模大野保育園は令和７年

４月から開所となります。

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

はい

Ｂ『休日一時保育』での利用
（例）リフレッシュ、冠婚葬祭、

地域活動等

利用時間：最長9時間
（1時間単位）

利用料金：300円／1時間
恒常的な利用など利用状況によっ

ては利用を制限させていただく場

合がございます。

R7.2相模原市保育課作成
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